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法務省民商第１７８号  

令和６年１１月２５日  

法務局民事行政部長 殿 

（東京、大阪、福岡、札幌以外は参考） 

法務省民事局商事課長

（ 公 印 省 略 ）

国家戦略特別区域における会社の設立登記手続の英語対応について（通

知） 

標記について、「対日直接投資加速化に向けた優先プログラム」（令和６年

５月１３日対日直接投資推進会議決定）において、「海外企業による国内法人

の設立に当たって、一部の地方自治体において、英語によるワンストップの相

談体制が整備されているところ、更なる対応として、法人設立に当たっての書

類の英語化や手続きのワンストップ化が求められている。まずは、国家戦略特

区における実施に向けた具体的な方策について、２０２４年夏頃までに、検討

の方向性を示す」とされ、さらに、「規制改革実施計画」（令和６年６月２１

日閣議決定）において、国家戦略特別区域における取組の「行政手続の英語対

応」として、「会社設立に必要な商業登記・定款認証に係る申請において、地

方公共団体の協力が得られることを前提に、英語での申請が完結するよう申請

書及びこれに添付する定款等の英語での作成を支援する方策について検討し、

令和６年度中に所要の措置を講ずる」とされたところです。 

 これらの決定を受け、国家戦略特別区域における会社の設立登記手続の英語

対応については、下記のとおり実施することとしますので、事務処理に遺憾の

ないよう、貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。 

記 

第１ 国家戦略特別区域における措置の内容 

下記第２の１の対象区域の地方自治体（以下「特区自治体」という。）に
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おいて、特区自治体と連携して、英語を用いる申請人（申請予定者）への支

援を行うことを、本特区における措置の内容とする。 

具体的には、本省において、比較的簡易な形態の会社を対象として英語に

よる入力・選択で会社の設立に係る登記の申請書及び添付書面並びに印鑑届

書（以下「登記申請書等」という。）を作成することができるツール（以下

「支援ツール」という。）を作成した上で、特区自治体を経由するなどして、

申請人（申請予定者）に支援ツールを提供する。 

また、登記申請後から登記完了までの間における補正等、支援ツールのみ

では対応が困難な部分については、特区自治体と連携して、申請人への必要

な支援を行う。 

第２ 本措置の対象 

１ 本措置の対象区域 

国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第８条第１項に基づ

き作成する区域計画において、「国家戦略特区において取り組む規制・制

度改革事項等について」（令和６年６月４日国家戦略特別区域諮問会議資

料）（２）『「金融・資産運用特区」関連の規制・制度改革事項』のうち、

「行政手続の英語対応」（会社設立に必要な商業登記の申請に係るもの）

を実施することを定めた区域を対象とする。 

具体的な本措置の対象区域は、札幌市、東京都、大阪市及び福岡市であ

る。 

２ 支援ツールで作成できる登記申請書等について 

 次の条件を全て満たす場合について、支援ツールにより登記申請書等を

作成することができる。 

(1) 上記１の対象区域内に本店の所在地を置く株式会社又は合同会社の設

立の登記であること。 

(2) (1)の株式会社の設立にあっては、発起設立の場合に限り、発起人が３

名以内で全て自然人であり、かつ、公開会社を設立するものでないこと。 

(3) 当該会社を代表すべき者本人が書面により申請するものであること。

第３ 実施開始時期 

本措置は、各特区自治体と協議の上、区域ごとに別途定めた日から開始す

る。 
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第４ その他 

 本措置に関する運用は、各特区自治体と協議して別途定める運用計画に基

づいて行う。 


